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改訂補正版はしがき 

 

読み解く合格思考憲法の改訂版の出版から４年（初版からは９年）を経過した

ものの未だに本書で司法試験の憲法の勉強をされている⽅が多いと伺い、この度

改訂補正版を出版させていただきました。筆者⾃⾝司法試験の受験及び指導から

⼤分時間がたってしまっておりますので、内容の根幹に関わるような⼤きな改訂

は⾏っておらず、⼀部表現に不適切な部分があったところを修正し、また、近時

の司法試験の出題趣旨、採点実感の記載を踏まえた若⼲のアップデート、最近の

重要な裁判例の追加のみを⾏っております。改訂箇所は基本的には第⼀部のみに

限っており、問題の追加等は⾏っておりません。したがって、改訂補正版と題し

て出版しております。 

初版のはしがきにも記載していますが、本書は、あくまで司法試験の憲法に対

応できる能⼒を⾝に着けることを⽬的としたものにすぎませんので、定評のある

基本書、論⽂、判決⽂の読解、法学部やロースクールで憲法を専⾨とされている

先⽣⽅の講義の理解を⼿助けする補助線として活⽤いただければ幸いです。 

本書を利⽤される皆様が司法試験に合格し、将来法曹として活躍されることを

影ながら応援しております。 

 

 

令和６年４⽉  ⽞ 唯真 
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改訂版はしがき 

 

読み解く合格思考憲法を出版してから早いもので約５年が経過しました。幸い

にも読み解く合格思考憲法は多数の受験⽣に使⽤していただいたようで、著者と

して冥利に尽きるところではありますが、書籍の内容が若⼲古くなっていること

（例えば、近時の司法試験で出題されるリーガルオピニオン型の問題には対応し

ていないこと等）から改訂をしてほしいとの声を多数いただいておりました。改

訂のご要望をお聞きすることは⼤変嬉しかったのですが、読み解く合格思考憲法

を多数の受験⽣に使⽤していただいた⼀番⼤きな理由は、司法試験の相場感を肌

⾝に感じていた受験直後の合格者が⾃分の悩みもさらけ出しつつ執筆したところ

にあると思われるところ、私はすでに受験時代の感覚を完全に失っており、また、

憲法の知識もアップデートできていないことからすると改訂するに相応しくない

と考えておりました。もっとも、嬉しいことに読み解く合格思考憲法を実際に利

⽤して勉強をし、司法試験に合格したという⽅が増えてきているようで、私が⺟

校の中央⼤学で拙著を⽤いたゼミにも参加していただいた司法試験合格者である

⼤野さんとお会いする機会がありました。⼤野さん⾃⾝拙著をベースに今の受験

⽣の受験指導も⾏っていたということのようで、合格直後の⼤野さんに改訂をし

ていただければ、読み解く合格思考憲法の意義は失われないのではないかと考え、

この度⼤野さんに全⾯的に内容をアップデートしてもらい、また、収録問題も増

やしてもらうこととした次第です。私も⼤野さんのアップデートについて監修は

しており、読み解く合格思考憲法のコンセプトに変更はなく、更に使いやすくパ

ワーアップした内容になっていると思います。 

是⾮本書を使って司法試験憲法の答案の書き⽅の理解を深めつつ、司法試験合

格を勝ち取る⼀助になれましたら幸いです。 

 

 

令和２年４⽉  ⽞ 唯真 
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改訂のコンセプト 

 

改訂にあたり、基本的な思考・⽅針について変更を加えたつもりはありません

が、次の３点を意識して改訂しました。 

１つ⽬は、“総論の思考”です。本書は各論に重点を置いたものですが、各論と

しての知識を覚えていても使いこなせない受験⽣が多いと思います。そこで、改

訂にあたり、各論の知識をどのように使うのかを理解しやすいように総論部分の

説明を加筆しました。 

２つ⽬は、“網羅性”です。従来書かれていなかった知識などについて加筆をし

ました。司法試験の解説も含めて、受験に最低限必要な部分を網羅したつもりで

す。ただし、発展的な内容も含みますので、初めからすべてを理解する必要はな

いと思います。 

３つ⽬は、“問題⽂の分析”です。近年の司法試験の傾向や問題⽂の読み⽅につ

いて、分析をし、それを意識した記載をしてみました。分析の得意な受験⽣が、

どのように問題⽂を⾒ているのかを体感できるような解説にしました。 

 

本書改訂にあたっては、ともに受験を乗り越えた同期（特に受験指導の経験の

ある者）の意⾒も反映し、受験⽣にとってより勉強しやすいようにしたつもりで

す。しかし、あえて議論が⽣じるような記載をした部分や結論を明⽰していない

部分、参考答案に対して疑問が⽣じる部分などもあり、完璧な「到達点」を⽰し

ていません。このような部分は、みなさんが勉強する中で考え、“改訂”する必要

があります。そうして最後に出来上がった「本書」は、受験⽣にとって⽀えにな

ると思います。憲法の学習の「出発点」の１つとして利⽤していただければ幸い

です。 

 

 

令和２年４⽉  ⼤野 純 
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初版はしがき 

 

⼈権総論（審査基準論や三段階審査、適⽤違憲論）の視点から司法試験答案の

書き⽅を解説する書籍は多々⾒受けられます。しかし、⼈権の各条項に着⽬して

司法試験の答案の書き⽅を解説する書籍はそこまでありません。法務省の発表す

る「司法試験の採点実感等に関する意⾒」（採点実感）では、事案に即した個別的

具体的検討が求められると、毎年のように⾔われていますが、事案に即した個別

的具体的検討を⼗分に⾏うためには、審査基準論や三段階審査の理解を深めるだ

けでは⾜りず、各⼈権条項の意義、保障根拠を理解しなければなりません。そこ

で、本書では、⼈権総論の観点よりも、⼈権各論の観点に重きを置き、それぞれ

の⼈権類型ごとの着眼点を明らかにしながら答案への表現⽅法を解説します。 

 また、採点実感では、司法試験の問題⽂に類似する判例を想起してその理解を

表現しろとよく⾔われますが、実際にどのように判例を答案に活かしていいかわ

からない⼈が⼤多数だと思います。受験⽣にとっての永遠の謎であり課題です。

そこで、本書では、憲法上の権利の検討において判例を分析し、当該判例を司法

試験⾵にアレンジしたらどう記述されるのか？という観点から論証例を設けまし

た。判例の論証化をし、それを⽰すというのは、判例の主体的な検討・理解を阻

害するおそれがあるため憲法を理解する上では好ましくないかもしれません。し

かし、受験⽣の⼼理としては、実際に答案への表現の仕⽅を知らなければ、試験

に合格することはできないわけで、やはり書き⽅を知る必要があることは否定で

きません。そこで、筆者なりの⾒解から判例の司法試験答案への表現の活かし⽅

の例を⽰した次第です。また、論証には⼆種類のものを⽤意しました。⼀つは、

⼀つの⽴場から記載された論証例であり、⼀つは、司法試験の出題形式に即して

主張・反論・私⾒形式で記載された論証例です。主張・反論・私⾒形式で記載さ

れた論証例をわざわざ記載した理由は、主張・反論・私⾒形式の書き⽅がよくわ

からないという質問を⼭ほど受けており、実際の記載例をたくさん⾒たほうが書

き⽅をマスターすることができると思ったところにあります。主張・反論・私⾒

形式の書き⽅について参考にしていただきたいです。 

 なお、この論証例は答えではなく、あくまで「例」であるので、この論証例を

そのまま試験の答案に表現することは厳禁です。しっかりと当該条⽂の保障根拠、
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事案と類似する判例の結論を導いた理由づけを頭に⼊れながら、事案に即した答

案作成を⾏ってください。 

 加えて、実際に問題に取り組まなければ、⼈権条項をそれぞれ⼗分に理解する

ことはできません。 

 そこで、上記で解説された⼈権類型ごとの着眼点をベースとして、問題をどの

ように解けばいいのか明らかにするため、旧司法試験の事例問題を改題したもの

を題材にして、事案の検討⽅法について解説を⾏っていきます。最後の仕上げと

して、現⾏の司法試験や司法試験予備試験の問題を題材とした解説も⾏います。 

 本書を⽤いて、司法試験憲法の答案の書き⽅について理解を深めることができ

れば幸いです。 

 最後に、本書は、あくまで司法試験憲法に対応できる能⼒を⾝に着けることが

できるものにすぎず、本書だけで憲法に対する理解を⼗分に深めることはできま

せん。本書だけでなく、重厚な基本書の読解や、専⾨的な論⽂、判決⽂の読み解

きに取り組むことなくして、⼗分な憲法に対する理解を深めることはできないの

で、そういった勉強も⽋かさず⾏ってください。 

 

 

 

平成 27 年 10 ⽉  ⽞ 唯真 
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